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【手続補正書】
【提出日】平成21年1月27日(2009.1.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００２】
　肌を健やかに保つためには、肌の最外層である角層の形態を健全に保つことが必要であ
ると言われている。これは角層が肌のバリア機能を担うものであり、角層の形態の乱れは
皮膚バリア機能の低下と直結するものであるからである。前記角層の形態の乱れの一例に
、肘部や踵部における、角化亢進に伴う角層の肥厚、硬化とひび割れなどの形態変化が挙
げられる。このような形態変化は、古い角層が硬化して残存するため、その改善は難しく
、改善に先立っては古い、硬化した角層を除去し、新しい角層組織の新生を促すことが必
要であり、新生するまでの間に於いては、角層バリア機能を補完する必要が存する。この
様な作業に対しては、角層（角質）溶解剤と保湿剤とを組み合わせて処置することがなさ
れている（例えば、特許文献１、特許文献２、特許文献３、特許文献４、特許文献５を参
照）。これらの技術により、角化亢進に伴う角層の肥厚、硬化とひび割れなどの形態変化
の改善はなされたが、十分とは言えない状況にあった。この様な肘や踵の角層の形態変化
は、非常に顕著であるため、見た目にも目立ち、その意味からも改善が望まれている。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００３】
　尿素は角層溶解作用と角層保湿作用を兼ね備えた成分であると言われているが、尿素は
皮膚に対して刺激感の惹起作用が存すると言われ、角層バリア機能の低下した人に適用す
るのは、はばかれる状況も存した。一方、トレハロースには保湿作用が存することが知ら
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れている（例えば、特許文献６、特許文献７、特許文献８を参照）。しかしながら、これ
らトレハロースと尿素とを組み合わせて含有する化粧料は全く知られていない。この様な
形態で使用することにより、尿素の刺激感の惹起を抑制し、且つ、角層保湿性を向上せし
め、角層形態を正常化させる作用を発揮することは全く知られていなかった。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　本発明の化粧料に於いては、前記成分以外に、通常化粧料で使用される任意成分を含有
することができる。この様な任意成分としては、例えば、マカデミアナッツ油、アボガド
油、トウモロコシ油、オリーブ油、ナタネ油、ゴマ油、ヒマシ油、サフラワー油、綿実油
、ホホバ油、ヤシ油、パーム油、液状ラノリン、硬化ヤシ油、硬化油、モクロウ、硬化ヒ
マシ油、ミツロウ、キャンデリラロウ、カルナウバロウ、イボタロウ、ラノリン、還元ラ
ノリン、硬質ラノリン、ホホバロウ等のオイル、ワックス類；流動パラフィン、スクワラ
ン、プリスタン、オゾケライト、パラフィン、セレシン、ワセリン、マイクロクリスタリ
ンワックス等の炭化水素類；オレイン酸、イソステアリン酸、ラウリン酸、ミリスチン酸
、パルミチン酸、ステアリン酸、ベヘン酸、ウンデシレン酸等の高級脂肪酸類；セチルア
ルコール、ステアリルアルコール、イソステアリルアルコール、ベヘニルアルコール、オ
クチルドデカノール、ミリスチルアルコール、セトステアリルアルコール等の高級アルコ
ール等；イソオクタン酸セチル、ミリスチン酸イソプロピル、イソステアリン酸ヘキシル
デシル、アジピン酸ジイソプロピル、セバチン酸ジ－２－エチルヘキシル、乳酸セチル、
リンゴ酸ジイソステアリル、ジ－２－エチルヘキサン酸エチレングリコール、ジカプリン
酸ネオペンチルグリコール、ジ－２－ヘプチルウンデカン酸グリセリン、トリ－２－エチ
ルヘキサン酸グリセリン、トリ－２－エチルヘキサン酸トリメチロールプロパン、トリイ
ソステアリン酸トリメチロールプロパン、テトラ－２－エチルヘキサン酸ペンタンエリト
リット等の合成エステル油類；ジメチルポリシロキサン、メチルフェニルポリシロキサン
、ジフェニルポリシロキサン等の鎖状ポリシロキサン；オクタメチルシクロテトラシロキ
サン、デカメチルシクロペンタシロキサン、ドデカメチルシクロヘキサンシロキサン等の
環状ポリシロキサン；アミノ変性ポリシロキサン、ポリエーテル変性ポリシロキサン、ア
ルキル変性ポリシロキサン、フッ素変性ポリシロキサン等の変性ポリシロキサン等のシリ
コーン油等の油剤類；ラウリル硫酸カリウム、アルキル硫酸トリエタノールアミンエーテ
ル等のアニオン界面活性剤類；塩化ステアリルトリメチルアンモニウム、塩化ベンザルコ
ニウム、ラウリルアミンオキサイド等のカチオン界面活性剤類；イミダゾリン系両性界面
活性剤（２－ココイル－２－イミダゾリニウムヒドロキサイド－１－カルボキシエチロキ
シ２ナトリウム塩等）、ベタイン系界面活性剤（アルキルベタイン、アミドベタイン、ス
ルホベタイン等）、アシルメチルタウリン等の両性界面活性剤類；ソルビタン脂肪酸エス
テル類（ソルビタンモノステアレート、セスキオレイン酸ソルビタン等）、グリセリン脂
肪酸類（モノステアリン酸グリセリン等）、プロピレングリコール脂肪酸エステル類（モ
ノステアリン酸プロピレングリコール等）、硬化ヒマシ油誘導体、グリセリンアルキルエ
ーテル、ＰＯＥソルビタン脂肪酸エステル類（ＰＯＥソルビタンモノオレエート、モノス
テアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン等）、ＰＯＥソルビット脂肪酸エステル類（Ｐ
ＯＥ－ソルビットモノラウレート等）、ＰＯＥグリセリン脂肪酸エステル類（ＰＯＥ－グ
リセリンモノイソステアレート等）、ＰＯＥ脂肪酸エステル類（ポリエチレングリコール
モノオレート、ＰＯＥジステアレート等）、ＰＯＥアルキルエーテル類（ＰＯＥ２－オク
チルドデシルエーテル等）、ＰＯＥアルキルフェニルエーテル類（ＰＯＥノニルフェニル
エーテル等）、プルロニック型類、ＰＯＥ・ＰＯＰアルキルエーテル類（ＰＯＥ・ＰＯＰ
２－デシルテトラデシルエーテル等）、テトロニック類、ＰＯＥヒマシ油・硬化ヒマシ油
誘導体（ＰＯＥヒマシ油、ＰＯＥ硬化ヒマシ油等）、ショ糖脂肪酸エステル、アルキルグ
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ルコシド等の非イオン界面活性剤類；ポリエチレングリコール、グリセリン、１，３－ブ
チレングリコール、エリスリトール、ソルビトール、キシリトール、マルチトール、プロ
ピレングリコール、ジプロピレングリコール、ジグリセリン、イソプレングリコール、１
，２－ペンタンジオール、２，４－ヘキサンジオール、１，２－ヘキサンジオール、１，
２－オクタンジオール等の多価アルコール類；ピロリドンカルボン酸ナトリウム、乳酸、
乳酸ナトリウム等の保湿成分類；表面を処理されていても良い、マイカ、タルク、カオリ
ン、合成雲母、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、無水ケイ酸（シリカ）、酸化アルミ
ニウム、硫酸バリウム等の粉体類、；表面を処理されていても良い、ベンガラ、黄酸化鉄
、黒酸化鉄、酸化コバルト、群青、紺青、酸化チタン、酸化亜鉛の無機顔料類；表面を処
理されていても良い、雲母チタン、魚燐箔、オキシ塩化ビスマス等のパール剤類；レーキ
化されていても良い赤色２０２号、赤色２２８号、赤色２２６号、黄色４号、青色４０４
号、黄色５号、赤色５０５号、赤色２３０号、赤色２２３号、橙色２０１号、赤色２１３
号、黄色２０４号、黄色２０３号、青色１号、緑色２０１号、紫色２０１号、赤色２０４
号等の有機色素類；ポリエチレン末、ポリメタクリル酸メチル、ナイロン粉末、オルガノ
ポリシロキサンエラストマー等の有機粉体類；パラアミノ安息香酸系紫外線吸収剤；アン
トラニル酸系紫外線吸収剤；サリチル酸系紫外線吸収剤；桂皮酸系紫外線吸収剤；ベンゾ
フェノン系紫外線吸収剤；糖系紫外線吸収剤；２－（２'－ヒドロキシ－５'－ｔ－オクチ
ルフェニル)ベンゾトリアゾール、４－メトキシ－４'－ｔ－ブチルジベンゾイルメタン等
の紫外線吸収剤類；エタノール、イソプロパノール等の低級アルコール類；ビタミンＡ又
はその誘導体、ビタミンＢ6塩酸塩、ビタミンＢ6トリパルミテート、ビタミンＢ6ジオク
タノエート、ビタミンＢ2又はその誘導体、ビタミンＢ12、ビタミンＢ15又はその誘導体
等のビタミンＢ類；α－トコフェロール、β－トコフェロール、γ－トコフェロール、ビ
タミンＥアセテート等のビタミンＥ類、ビタミンＤ類、ビタミンＨ、パントテン酸、パン
テチン、ピロロキノリンキノン等のビタミン類等；フェノキシエタノール等の抗菌剤など
が好ましく例示できる。かかる成分を常法に従って処理することにより、本発明の化粧料
は製造することができる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
【表２】
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